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１．令和８年４月施行 区分所有法関連の法改正の背景



【日本初】分譲マンション行政代執行の衝撃：滋賀県野洲市「美和コーポB棟」解体の記録

2019年解体前：外壁剥落、鉄骨露出、アスベスト飛散の危機。野洲市道に
面し、通行人の生命を脅かす「凶器」と化した。

2020年解体後：行政代執行により建物は完全撒去（更地化）。しかし土
地所有権は複雑なまま残存。

■物件概要と「特定空家」認定

物件名／所在地

構造／規棧

〇状況

法的認定

美和コーポB棟（滋賀県野洲市野洲1399番地7)

昭和47年(1972年）築・鉄骨造3階建・9戸

管理組合機能不全、約10年間の居住者不在（無人化）。

空家特措法に基づく「特定空家」（倒壊等の著しく保安上危
険となる恐れがある状態）。

■タイムライン：是正指導から強制執行まで

2012年

2018年6月

2019年

2020年1月

【予兆】階段崩落や手すりの脱落等の通報。市

による是正指導開始。

【転換点】大阪北部地震発生。

地置の影響で外壁が公道へ崩落。私有財産の管理不全
が「公共の安全」に対する直接的脅威となり、行政介
入が不可避となる。

【決断】「戒告」および「解体命令」を発出

するも、所有者による履行なし。

【執行】日本初となる分譲マンションヘの
行政代執行（解体工事）着手。
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美和コープB棟の概要と劣化の記録

滋賀県野洲市野洲１３９９番地７に所在。区分所有者数９戸、
延床面積約４１０㎡の小規模マンション

昭和４７年築・鉄骨造３階建

解体前の「手摺が宙づりになっている悲惨な状況」

宙づり手摺と
剝落する外壁

２０１２年には３階手摺が腐食し宙づ
り状態に。2019年には重い外壁材
が市道へ落下

崩落する外構

分譲当初から管理組合が機能せず、修繕や管理が一切おこ
なわれないまま、約１０年前から全住民が不在となった。

2012年から市が指導を開始するも
2018年6月の大阪北部地震により崩落
が決定的な状態に

空家特措法に基づき「特定空家」に認定。
所有者全員へ解体命令を出すが、自主
的な改善はなし

アスベスト飛散防止法を順守し解体。
7月18日に更地化を完了

アスベスト除去や隣地への安全管理によ
り高額化。１戸当たり約1,312万円の請求。

納付に応じたのは９名中３名のみ。５名が
滞納、1名が所在不明という深刻な状況。

請負費・監理費等含む

全９戸分で按分1戸の請求額

納付総額

滞納・不明者

美和コープのように所有者の行方が
分からない場合、現行法では解体や
大規模修繕の決議が事業上不可能

決議要件の緩和 管理計画認定と早期介入

管理不全に陥る前に、所有者不明者
がいても総会等の多数決議で意思決
定を可能にする仕組みが必要

行政がマンションの管理計画を事前
にチェックし、是正を求める「管理計
画認定制度」の普及が急務

所有不明者の持分を裁判所が委
任した管理者が適切に処分・管理
できる法律制度の整備



「1億1,800万円」の代償：公費解体の現実と回収不能リスク

約1億1,813万円 ■解体費用の高騰要因（総工費約1億1,813万円）
1.アスベスト（石綿）対策：吹き付けアスベストが確認され、厳格な

飛散防止措置（封じ込め）が必要となったため費用が増大。

2.難工事：狭域な敷地と劣化状況により、重機を制限した慎重な

手作業中心の解体を余儀なくされた。

■債権回収の壁：所有者責任の限界
請求顛：1戸あたり約1,312万円。

回収率の混迷：所在不明（法人含む）、支払い能力の欠如、相続放棄の
検討などにより、過半数の所有者から回収の見込みが立っていない。

土地の価値：解体後の更地を競売にかけても、解体費用(1億超）に

は這く及ばず、債権回収の手段として構能しない。

未回収額：約7,900万円
事実上、市民の税金で補填

約3,900万円

総工費 回収額

■本事例が突きつけた「都市の課題」と「予防への転換」

事後対応の限界
行政代執行はコストが高く、回収も困難。「最後
の手段」であって「解決策」ではない。

野洲市の新施策
「野洲市空家等解体支援補助金」を新設。上限10万
円等の補助により、詈理不全に陥る前の「自主解体
（予防）」を促進する方針ヘシフト。

「20年後の危機」
簗40年超のマンションは今後20年で4.5倍に急増する見
込み。「第2の美和コーボ」を防ぐには、管理組合の早
期再生または早期の終活（解体合意）が不可欠で

ある。
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2020年に発生した逗子市の斜面崩落事故の概要を伝え、管理体制における具体的な課題と法的責
任（工作物責任）を明確にすることで、不動産管理の重要性を啓発する。

高さ16ｍの斜面から約66ｔの土砂が崩落

当面は雨や地震がないにもかわ
らず、マンション敷地内の側面が
突然崩れ、通学中の女子高校生
（１８歳）が犠牲となりました。

乾燥と低温による岩盤の風化

日光

逗子層

逗子層

被害者は大学進学が「決まったばかりの
18歳、教師になることを抱き、事故のわず
か３分前まで家族と実家で手を取合って
いた日常が、突然の土砂により奪われま
した。

事故前日、管理人が亀裂を発見し管
理会社担当者に報告していましたが、
通行止めなどの安全措置や行政へ
の具体的な危険情報の共有は行わ
れませんでした。

事故前日、管理人が亀裂を発見し管理会社担当者に
報告していましたが、運航禁止などの安全措置や行政
への具体的な危険情報の共有は行われませんでした。

マンション建設前の調査で「風化による強度低下」と
「落石防護の必要性が指摘されていましたが、実際は
一切講じられていませんでした。

事故２週間前に市の委託業者が現場調査を行ってい
ましたが、危険を予見できず、適切な警戒区域の設定
や工事の報告に至りませんでした。

行政による調査の形骸化

２００３年の地質調査での指摘を黙殺

工作物の保存に瑕疵（欠陥）がある
場合、占有者が注意を怠れば所有
者が過失の有無にかかわらず賠償
責任を負うという「危険責任の法理」
が適用されます。

約１億円の損害賠償を命じる判決（横浜地裁）

2023年12月、裁判所は「大規模崩落の具体的
な予見までは不要で、漠然とした崩落のおそれ
で足りる」として管理会社の責任を認めました。

逗子市では、法面変位計の設置や地球観測衛星
データの活用により、目標では困難な斜面地の
変異を予測るする研究を進めています。

市内の崖地１８８件を含む通報が寄せられ、地
盤判定士会と連携した専門的な調査判定体
制が構築されています。





（老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律 （令和７年法律第47号））

【令和７年５月30日公布】

● 出席者の多数決による普通決議（過半数）の例

出席

無 関 心 所在不明

欠席

現行法︓賛成2/5で否決

改正後︓賛成2/3で可決

１．管理の円滑化等

①適正な管理を促す仕組みの充実 【マンション管理法】

②集会の決議の円滑化 【区分所有法】

新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画
を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組み（分譲事業者と管理組合で共同変更）を導入
管理業者が管理組合の管理者（代表者）を兼ね工事等受発注者となる場合、利

益相反の懸念があるため、自己取引等につき区分所有者への事前説明を義務化

区分所有権の処分を伴わない事項（修繕
等）の決議は、集会出席者の多数決による
（現行︓全区分所有者の多数決）

裁判所が認定した所在不明者を全ての決
議の母数から除外する制度を創設

③マンション等に特化した財産管理制度 【区分所有法・マンション管理法】

管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる
制度を創設

３．地方公共団体の取組の充実
①危険なマンションへの勧告等
外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、
あっせん等を措置

【マンション再生法・マンション管理法】 ②民間団体との連携強化
区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録

制度を創設

背景・必要性
〇 マンションは国民の１割以上が居住する重要な居住形態
〇 建物と居住者の「２つの老い」が進行しており、外壁剥落等の危険や集会決議の困難化等が課題

※ 築 40年以上のマンション︓全体の約２割（約137万戸） 今後10年で２倍、20年で3.4倍に
その住戸のうち、世帯主が70歳以上は５割以上

新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、管理・再生の円滑化等を図ることが必要

改正66法の概要

【目標・効果】（KPI）
①管理計画認定の取得割合︓約３％（R6）→ 20％
②マンションの再生等の件数︓472件（R6）→ 1,000件

認定を受けたマンションを購入の候補として検討できる水準 ※マンション購入時の平均比較物件数︓５件程度

外壁剥落等の危険なマンションを10年後に概ね解消できる水準

２．再生の円滑化等

①新たな再生手法の創設等 【区分所有法・マンション再生法等】

）

建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同
様に、多数決決議（4/5※）により可能とする
※耐震性不足等の場合︓3/4、政令指定災害による被災の場合︓2/3
上記決議に対応した事業手続等（※）を整備

※組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等
＜一棟リノベーションのイメージ＞

（Before （Before）

②多様なニーズに対応した建替え等の推進 【マンション再生法】

隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権
に変換することを可能に
※容積確保のための隣接地等の取込みに係る合意形成を促進
耐震性不足等で建替え等をする場合、容積率のほか、特定行政庁の許可による高
さ制限の特例

(撮影)上田宏

【施行日：令和７年11月28日 】

【施行日：令和８年４月１日】【施行日：令和８年４月１日】
※管理計画認定の拡充については、【施行日：公布日から２年以内】

【マンション管理法】

１．改正法の背景•必要性

マンションの管理•再生の円滑化等のための改正法

9 6

借家権消滅請求

２．再生の円滑化等



２．区分所有法主な改正内容①



管理の円滑化等の推進
1.集会の決議の円滑化

○出席者の多数決による決議 ● 建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、
決議は出席者の多数決によることとする

※ 出席者には議決権行使書や委任状により議決権を行使した者を含む
※ 特別決議においては定足数（過半数）あり

決議に参加しない無関心な区分所有者の
存在が円滑な決議を阻害

【区分所有法第17条第１項、第39条第１項
（新旧P3~4、8～9）等】

○所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外

所在等不明の区分所有者の存在が円滑な
決議を阻害

● 裁判所が認定した所在等不明区分所有者を全ての決議の母数から
除外する制度を創設

【区分所有法第38条の2（新旧P８）】

改正後︓賛成 2/3で可決

出席

■全区分所有者の多数決による普通決議（過半数）の例
無関心 所在不明

欠席

現行法︓賛成 2/5で否決

母数

決議具体例 ＜例︓建物の維持保存の観点から定期的に実施することが予定されている外壁や屋上防水工事等のいわゆる大規模修繕工事を実施
するための決議＞

現行 改正後

出席
母数

■出席者の多数決による普通決議（過半数）の例
無関心 所在不明

欠席

所在等不明区分所有者
↓

必要な調査を尽くしても氏名
等や所在が不明な区分所有者

（例）
・住民票など通常アクセスし
得る公簿上の住所等を調査し
ても所在が明らかでない場合
・区分所有者が死亡している
が、調査をしてもその相続人
の存否が不明である場合 等

招集通知について
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● 全ての会議の招集通知において、会議の目的たる事項及び議案の要領を示さなければならない
● 招集通知発出から集会の会日までの期間は、規約で１週間より短縮することはできない（１週間以上の期間が必要）

【区分所有法第35条（新旧P7）】
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管理の円滑化等の推進

○所在等不明区分所有者の専有部分の管理制度
【区分所有法 第46条の2～第46条の7（新旧P９～12）】

○管理不全の専有部分・共用部分の管理制度
【区分所有法 第46条の8～第46条の14（新旧P13～16）】

管理人の選任の流れ

管理人

裁判所

①

②

財産管理制度 活用が想定される場面

所有者不明専有部分
管理制度

管理不全専有部分
管理制度

管理不全共用部分
管理制度
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利害関係人

管理者、区分所有者、
近隣住民など（※）

2.マンション等に特化した財産管理制度※ ※裁判所が管理人を選任して管理させる仕組み

● 区分所有者が専有部分・共用部分を管理せず、放置している
ことで他人の権利が侵害されるおそれがある場合に管理人の
選任を可能にする制度を創設

区分所有者による適切な管理がされない
ことで周囲に危険が及ぶおそれ

● 所在等不明区分所有者の専有部分の管理に特化した新たな財
産管理制度を創設
※ 管理人は、裁判所の許可を得て、管理対象の専有部分を売却可能
（→ 売却代金は所在等不明区分所有者のために供託）

所在等不明区分所有者の専有部分は適切
に管理されず、建物の管理に支障

管理人の権限

専有部分において、ゴミが処分されず
に集積されている場合
専有部分の配管が腐食したまま放
置されている場合 等

弁護士、司法書士、マンション管理士など（※）

専有部分・共用部分の適切な管理を実
現するため、

①管理命令の対象となった専有部分・
共用部分

②管理命令の効力が及ぶ動産・権利
③これらの管理、処分等により管理人

が得た財産
の管理・処分をすることが可能
※ ㋐保存行為、㋑専有部分等の性質を変えな

い利用改良行為の範囲を超える場合には裁
判所の許可が必要

※ 専有部分・共用部分の処分には、区分所有
者の同意が必要

共用部分である外壁が剝落するおそ
れがある場合
共用部分である廊下やテラスに危険
物や悪臭を放つゴミが放置されてい
る場合 等

区分所有者が所在不明の場合 等
同上
※ 管理処分権は管理人に専属
※ 裁判所の許可があれば、区分所有者の同意

なく、専有部分の処分が可能
※ 個別の事案に応じて裁判所により判断される
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管理の円滑化等の推進

● 自らの専有部分等を保存するために他の区分所有者の専有部分につき
自ら保存することを請求することができることを明確化

3.専有部分の保存・管理の円滑化
○共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・利用改良

【区分所有法第17条第3項、第18条第4項（新旧P３～４）】

● 規約に特別の定めをすることにより、共用部分の管理・変更と同時に
する専有部分の保存・改良を当該共用部分の管理・ 変更と同等の多数決
で行うことができる制度を創設

具体例︓共用部分の配管と専用部分の配管を一括して更新しようとする場合（配管の全面更新）

具体例︓他の区分所有者の専有部分の配管からの漏水被害を受けている区分所有者が自らその
配管の補修をしようとする場合

区分所有者が、国内に住所等を有しない場合又は有しないことと
なる場合に、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行
わせるため、国内管理人を選任することができる制度を創設

※ 規約で国内管理人の選任を義務付けることも可能
※ 国内管理人は、国内に住所等を有する者である必要
※ 区分所有者と国内管理人との関係は委任に関する規定に従う

①保存行為・利用改良行為
②集会招集通知の受領・集会における議決権の行使
③管理費等の区分所有者の債務の弁済

国内管理人の権限

○国内管理人 【区分所有法第6条の2（新旧P２）】

区分所有者が国内に住所を有しないケースが増加
海外にいる区分所有者と連絡がつかないことがあると、建物の管理に支障

○他の区分所有者の専有部分の保存請求

共用部分

専有部分

一括して更新

３Fの専有配管が
漏水し、

２Fの区分所有者
が被害

漏水が発生

13

※ 規約によりスラブ下の排水管も専有部分とされている場合

【区分所有法第6条第2項（新旧P２）】

10



管理の円滑化等の推進
4.共用部分の管理・変更の円滑化

○共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化
管理者による共用部分に係る損害賠償請求権等の代
理行使について、区分所有権が転売された場合の扱
いが不明確で、訴訟追行を認めない例もある

● 管理者が旧区分所有者を含む請求権を有する者を代理して請求権
を行使し、訴訟追行が可能であることを明確化
※ 管理組合法人についても同様の規律を整備

現行 改正後

〇分譲事業者が、共用部分に瑕疵のあるマン
ションを販売

〇一部でも区分所有権の転売のあったマンショ
ンでは、管理者が一括して損害賠償請求を
行えないとの指摘

〇旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を可能に
※ 損害賠償請求について、旧区分所有者は別段の意思表示をすることが可能

※ 受け取った損害金は、各々が修繕以外の用途に使用することが可能
実務的な対応

〇規約において、
①区分所有者及び旧区分所有者に

よる個別行使を禁止
②旧区分所有者による別段の意思表
示を禁止

③共用部分について生じた損害賠償
金等を修繕費用に充当する旨の使
途の定め

をあらかじめ定めることで、旧区分所
有者が有する賠償金を確実に修繕
費用に充当することが可能

■上記内容が盛り込まれた規約の
作成が円滑に行われるよう、標準
管理規約を改正

【区分所有法第26条第2項、第4項、第47条第6項、第8項（新旧P４～５、16～17）】



管理の円滑化等の推進

○共用部分の変更決議の多数決要件の緩和

4.共用部分の管理・変更の円滑化

共用部分の変更決議の多数決要件（３／４）を満たすのが容易でなく、必要な工事等が迅速に行えない

原則的な多数決割合は現行規定（３／４）を維持しつつ、次の事由がある場合には、多数決割合を２／３に引き下げる

①共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合
（耐震性の不足や火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれがあるとき、

給排水管等の腐食等著しく衛生上有害となるおそれがあるときなど）

②バリアフリー化のために必要な場合

具体例①︓倒壊等のおそれのある立体駐車場を取り壊して平置きの駐車場とする
②︓階段しかない５階建てのマンションにエレベーターを設置する

既存階段室踊り場に着床するエレベーターを設置

※ 復旧決議の多数決割合も２／３に引下げ【区分所有法第61条第5項（新旧P18～19）】

5.その他の管理の円滑化
○区分所有者の責務として、区分所有建物の管理に関する区分所有者の相互協力義務を明記

【区分所有法第5条の2（新旧P１～２）】

○管理事務の合理化・円滑化のため、電子データで作成された規約の閲覧をその送受信により可能とする制度を創設
【区分所有法第33条第3項（新旧P６）】

○管理組合法人による区分所有権や土地の取得は、３／４以上の多数決で行うことを明確化
【区分所有法第52条の2第１項（新旧P17～18）】

○建物が滅失した場合の敷地の管理の円滑化のため、敷地共有者等集会の制度を創設 ※ 敷地売却決議も可能
【区分所有法第72条～第77条（新旧P38～39）】

○共有の専有部分の議決権行使者の指定は、建替え決議等を含め共有持分の価格の過半数で行うことを明確化
【区分所有法第40条（新旧P９）】

【区分所有法第17条第１項、第5項（新旧P３～４）】



再生の円滑化等の推進

請求権者
６か月経過で賃貸借の終了

賃借人
明渡し建替え

決議
賃貸借の終了請求

〇基準の詳細は法施行までに法務省令で規定
（要除却認定基準※と同様の内容とする予定）

※改正前のマンション建替法第１０２条

16

• 専有部分の賃貸人である区分所有者
• 建替え決議に賛成した各区分所有者

（承継人含む）
• 建替え決議後に建替に参加することとし

た各区分所有者（承継人含む）
• これらの者の全員の合意により賃貸借の

終了を請求することができる者として
指定された者

補償金と明渡し

賃借人（※）は補償金の提供を
受けるまでは専有部分の明渡し
を拒絶可
※ 適法にされた転貸借の転借人含む

補償金の支払
賃貸されている専有部分の区分所有者は、賃借人（※1）に対し、
賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務を負う（※２※３）

※1 適法にされた転貸借の転借人含む
※2 賃貸されている専有部分の区分所有者以外の請求権者が賃貸借の終了請求をした場合は、当

該区分所有者と連帯して補償金の支払義務を負う
※3  「公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和37年10月12日用地対策連絡会決定）」におけ

る借家人等が受ける補償（いわゆる通損補償）と同水準とすることが想定されるが、公共用地の取得
の場合との異同を踏まえた上で適切な額が算定されることになると考えられる

下の①～⑤のいずれかに該当

① 耐震性の不足
② 火災に対する安全性の不足
③ 外壁等の剝落により周辺に危害を生ずるおそれ
④ 給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ
⑤ バリアフリー基準への不適合

※客観的事由

〇基準の詳細は法施行までに法務省令で規定
（要除却認定基準※と同様の内容とする予定）

※改正前のマンション建替法第102条

1.建替えの円滑化
○建替え決議の要件緩和 【区分所有法第62条第１項、第２項（新旧P19～20）】

建替え決議の多数決要件（４／５）を満たすのは容易でなく、必要な建替えが迅速に行えない

● 所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外に加え、原則的な多数決割合は現行規定（４／５）を維持しつつ、
一定の客観的事由※がある場合には多数決割合を３／４に引き下げる

○建替え決議がされた場合の賃貸借等の終了 【区分所有法第64条の2～第64条の4（新旧P21～22）】

建替え決議がされても、賃借人の同意がない限り専有部分の賃貸借等は終了しないため、建替え工事の円滑な実施を阻害

● 建替え決議がされた場合に、金銭補償を前提として賃貸借等を終了させる制度を創設

13



再生の円滑化等の推進
2.区分所有関係の解消・再生の円滑化

○多数決による建物・敷地一括売却や建物の取壊し等 【区分所有法第64条の6～第64条の8（新旧P23～26）】

建物・敷地一括売却や建物の取壊し等を行うには、区分所有者全員の同意が必要であり、事実上困難

○多数決による一棟リノベーション工事（建物の更新） 【区分所有法第64条の5（新旧P22～23）】

既存躯体を維持しながら全ての専有部分を含む建物全体を更新して、実質的な建替えを実現する「一棟リノベーション
工事」が技術的に可能になっているが、区分所有者全員の同意が必要であり、事実上困難

● 建替えと同等の多数決（上記※１）による一棟リノベーショ
ン工事（建物の更新）を可能とする制度を創設（上記※２）

※２ いずれも建替え決議と同様に賃
貸借等の終了の規律を設ける

※１ 原則４／５・一定の客観的事
由がある場合３／４● 建替えと同等の多数決（※１）による

①建物・敷地の一括売却
②建物を取り壊した上での敷地売却
③建物の取壊し

を可能とする制度を創設（※２）

①建物敷地売却決議︓マンションと敷地を一括して売却

②建物取壊し敷地売却決議︓マンションを取り壊した上で敷地を売却

③取壊し決議︓マンションの取り壊し

建替え決議︓マンションを取り壊し、新たなマンションを建築

※ 区分所有建物が全部滅失した場合の敷地共有者等集会において
も、4／5以上の多数決による建物の再建・敷地売却を可能とす
る制度を創設 【区分所有法第75条、第76条（新旧P46～49）】

更新（一棟リノベ）決議︓躯体の補強と全専有部分の改良
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最大の改正点：再生決議要件の緩和
客観的な必要性が認められる場合、決議要件を引き下げ

現行法 改正法

VetoPower VetoPower

154

上以

Approval

I少数(1/5)の反対で否決I

要件緩

M3

．上以

Approval

l合意形成のハードル低下I

適用条件：耐震性不足、火災への安全性不足、外壁剥落の危険など（客観的事由）
斥、Noteboo叫
16



選択肢①団地の一括建替え

,— ニ “ー下こ— :
：団地全体 ＾
＇
＇
＇
＇
＇
＇＇
＇
＇
： ゞ 1 珍 A 棟 B棟

I
I

I

c棟

I
I

I

＇＇＇

＇＇
＇

＇

,':-----------------------------------..-..---------------------------------
【New Rule】各棟要件の緩和

【New Rule】全体要件

団地全体の3/4以上賛成
（客観的事由がある場合）

｀ 棟 ヅ 四 B 棟 ゾ 四 c 棟

「反対者が1/3を超えない」棟なら、

その棟の決議未成立でも参加可能

Isl¥NotebookLM
17



lffl]

選択肢②建物更新（一棟リノベーション）
建替えずに、長寿命化・価値向上を図る「第3の選択肢」

【定義】

大規模改修により、建物の価値を

再生させる工事。

共用部分・専有部分の一体的な更新

【決議要件の劇的変化】

従来 全員の同意（実質不可能）

改正後3/4以上の賛成
（客観的事由がある場合。通常は4/5)

【メリット】

・解体費用の削減

・エ期の短縮

・歴史的価値の保存

Is,¥NotebookLM
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選択 3)マンション敷地売却・取壊し
維持困難な場合の「出口戦略」

一写
〇

ロロロ
9ロロ

9艇）甜I→aロロ
――.....

建物敷地売却

買受人（デベロッパー等）に一括売却。 I I
甘 建物取壊し敷地売却

解体して「更地」にしてから売却。

3/4以上の賛成 |
（耐震不足等の場合）

3/4以上の賛成

゜

単純取壊し（危険除去）

再建せず、危険な建物を除去。

4/5→3/4へ緩和
（危険な状態の場合）
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特例：被災マンションの再生

対象：大規模災

害（政令

指定災害

）により

被災した

マンショ

ン
Concrete Grey

適用：建替え・
敷地売却・取壊

しの
すべて
Concrete Grey

「迅速な復興」を最優先とし、全制度の中で最も低いハードルを設定。

被災時の資産価値保全に向けた緊急措置。
20



決定版：再生手法と決議要件・早見表

再生手法
(Action)

一般要件
(General)

客観的事由あり
(Objective Reason)

被災時
(Disaster)

建替え

一括建替え

一棟リノベーション

敷地売却

取壊し

4/5

4/5

（新設）

4/5

4/5

一

※客観的事由：耐震性不足、火災安全性不足、外壁剥落等の危険、配管等の著しい劣化など
21



再生プロジェクトの実行プロセス

準備・検討

事業協力者選定
耐震診断

組合設立・
認可

都道府県知事
の認可

権利変換・
明渡し

区分所有権移行
補償金

工事・完了

解体・着工

再入居

22
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